
付 議 第 ５ 号

地方自治法の規定に基づく委任の協議に関する議案

別紙のとおり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規定により、

知事から、文化財に関する事項を知事部局で所管することに伴い、委任の内容

を改めることについて協議がありましたので、これに同意することについて、

議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(26) 知事の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の

補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し、同意等をすること。
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

告 示

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 告 示 第 号

昭 和 48年 ４ 月 高 知 県 告 示 第 187号 （ 地 方 自 治 法 に よ る 知 事 の 権

限 に 属 す る 事 項 の 委 任 ） は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 31日 限 り 廃 止 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 31日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

告 示

◎ 告 示 （ 地 方 自 治 法 に よ る 知 事 の 権 限 に

属 す る 事 項 の 委 任 ） の 廃 止 （ 行 政 管 理 課 ）

別 紙 ２
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地方自治法の規定に基づく委任の協議に関する議案説明

(１) 協議の目的

高知県部設置条例の一部改正により、令和４年４月１日から文化財の保護に関

する事項が教育委員会から知事部局に移管されることに伴い、知事の権限に属す

る事務の委任を受けている高知公園の管理に係る事務について、元の権限者であ

る知事の権限で行おうとするもの。

(２) 協議の内容

高知公園の管理等に係る知事の権限に属する事務の委任を廃止する。

地方自治法

〔事務の委任又は補助執行〕

第180条の２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通

地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会

の委員長（教育委員会にあつては、教育長）、委員若しくはこれらの執行機関の

事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任

し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管

理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定め

る普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
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○地方自治法による知事の権限に属する事項の委任

昭和48年４月24日告示第187号

改正

平成17年４月１日告示第328号の４

平成26年３月７日告示第134号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規定に基づき、知事の権限に属す

る事務を次のとおり委任する。

１ 委任する事務

(１) 高知公園の管理（公園整備工事の施行に関すること及び高知県立都市公園

条例（平成17年高知県条例第７号）第２条に基づく都市公園の区域の変更及び

廃止に関することを除く。）に関すること（指定管理者の指定その他指定管理

者に係るものを含む。）。

(２) 高知公園の管理に伴う使用料、占用料、広告出展料及び利用料の徴収に関

すること。

(３) 高知公園の管理に伴う占用料、広告出展料及び利用料の減免並びに利用料

の還付に関すること。

(４) 高知公園の高知城天守・懐徳館・東多聞・廊下門への入場に係る９割に相

当する金額の利用料を納付する者の定め及び当該利用料を月単位で取りまとめ

て後納することの承認に関すること。

２ 委任する相手方

高知県教育委員会

３ 委任する年月日

昭和48年４月１日
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